
石綿含有成形品に対する措置の強化（第６条の２）

■石綿含有成形品を除去する作業においては、技術上困難なときを除き、切断等以外の方法により作業を実施しなけ
れ
ばならないこととする。

湿潤な状態にすることが困難な場合の措置の強化（第１３条）

=●｀

を抑制する措置を講じるよう努めなければならないこととする。

労働者ごとの作業の記録項目の追加（第３５条）

tゝ
ゝ

■石綿等の取扱い作業に従事する労働者について、作業に従事しないこととなった日から40年間の保存が義務づけられ
ている記録の項目として、

とする。

｜

○

しなければならないこと

作業計画に基づく作業実施状況等の写真等による記録・保存の義務化（第３５条の２）

■石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体・改修作業を行ったときは、作業計画に基づく作業の実施状
｜

■建築物、工作物又は船舶の解体・改修作業を行う仕事

16

５ その他の作業に係る措置の強化

フ 発注者による配慮 (第８条)



一一一

一一一

一一一

一一一

一一一

一一一

一一一

一一一

一一一

フ月

令和２年度 ｜

10月 ４

月

令和３年度

４月

令和４年度

４月

令和５年度
㎜

10月

周知、事前調査・分析調査を行う資格を有する者の育成（全国的な講習の実施）

石綿障害予防規則等の改正事項と施行日

令和３年４月施行

-----------------一

令和３年４月施行

令和３年４月施行

一一一一---一一-一一----一一

令和３年４月施行

改
正
石
綿
則
・
安
衛
則
の
公
右



【省令・告示一指針】
・石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和２年7月１日厚生労働省令第134号)

・石綿障害予防規則第3条第４項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
(令和２年7月27日厚生労働省告示第２７６号)

・石綿障害予防規則第3条第６項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等
(令和２年7月27日厚生労働省告示第277号)

・石綿障害予防規則第４条の２第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
(令和２年7月27日厚生労働省告示第２７８号)

・石綿障害予防規則第６条の２第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
(令和２年7月27日厚生労働省告示第２７９号)

・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(令和2年7月１日改正厚生労働省一国土交通省一環境省告示第1号)

・建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の
石綿ばく露防止に関する技術上の指針(令和2年9月８日技術上の指針公示第22号)

【通知】
・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について(令和2年7月１日基発0701第11号)

・石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月４日基発0804第8号)

・石綿障害予防規則第3条第６項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について
(令和2年9月１日基発0901第10号)

・建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にば<露するおそれがある建築物等における業務での労働者
の
石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について(令和2年10月６日基発1006第2号)

・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について(令和2年10月20日基発1020第4号)

・石綿障害予防規則の解説について(令和2年10月28日基発1028第1号)

令和5年8月30日 北海道アスベスト対策連絡会議



１ ー２ 建築物石綿含有建材調査 （石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル R3）
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１ ー２ 建築物石綿含有建材調査 （石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル R3）



１ ー２ 建築物石綿含有建材調査 （石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル R3）



１ ー３ 建築物石綿含有建材分析調査者（石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル R3） 



１ ー４ 世界（欧米）アスベスト対策現況 令和４年7月9日 石綿対策全国連絡会議 第34回総会 古谷杉郎事務局長

職業ばく露限界値
イギリスは1立方センチメートル（1cc）あたり、繊維の数が

0.1本（0.1f/cm3＝100f/L）の管理限界値。さらに関連して、
0.6f/cm3（600f/Lの短時間ばく露限界も定められている。

イギリスでは有害物質のばく露は「合理的に実行可能な
限りできるだけ低くしなければならない（ALARP＝as low 

as reasonably practicable）」との原則が（法規制でない

が）位置づけられており、これに基づいて同管理規則に関
連して定めた「実施準則（approved code of practice＝
ACOP）」で、石綿ばく露でも適用されることが記載されて
いる。



１ ー４ 世界（欧米）アスベスト対策現況 令和４年7月9日 石綿対策全国連絡会議 第34回総会 古谷杉郎事務局長

ドイツの場合、許容（tolerance）濃度0.1f/cm3（100f/L）。これ
は超えた場合、罰則適用される基準。
これとは別に受容（acceptance）濃度として0.01f/cm3

（10f/L）が設定され、この濃度をめざさなければならないという
規制となっている、現在受容濃度を0.001f/cm3（1f/L）に引き下
げることを議論中。

オランダはばく露限界値が2017年12月以降は0.002f/cm3

（2f/L）と2桁近く低い。同資料によれば、この基準を超過した
場合、罰則適用があり得る法的拘束力を持つ。

使用者は石綿ばく露を「技術的に可能な限り低減する」こと
が規制に義務づけられている。



１ ー４ 世界（欧米）アスベスト対策現況 令和４年7月9日 石綿対策全国連絡会議 第34回総会 古谷杉郎事務局長

フランスはばく露限界値が0.01f/cm3（10f/L）。同資料によれ

ば、フランスでも使用者は石綿ばく露を「技術的に可能な限り低
減する」ことが規制に義務づけられ、したがって、職業上のばく
露限界を「はるかに下回るばく露」を達成することが求められる。

日本の職業ばく露限界（管理濃度）を「0.15f/cm3（150f/L）」と
説明した。たしかに労働安全衛生法（安衛法）第65条第1項の

測定義務に基づく作業環境測定基準（労働省告示）ではそう
なっている。罰則もある（6か月以下の懲役または50万円以下
の罰金）。しかし、同法施行令（第21条第7項）で「特定化学物

質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場」とされ、あくまで「石
綿や同製品の製造」における「屋内作業」だけに限定されてい
る。その結果、屋外作業や除去作業などは除外された。



１ ー４ 世界（欧米）アスベスト対策現況 令和４年7月9日 石綿対策全国連絡会議 第34回総会 古谷杉郎事務局長

完了基準も英国より厳しい独仏

石綿の除去作業完了を確認するための基準として、隔離養生
を解除する前に実施する作業場内の空気測定が欧米や韓国で
は義務づけられている（日本は未規制）。その基準はイギリスで
0.01f/cm3（10f/L）。補足すると、イギリスでは測定開始から10

分間ほうきでほこりがありそうな場所を掃いて発じんさせつつ実
施する。

ドイツでは0.0005f/cm3（0.5f/L）。
フランスは0.005f/cm3（5f/L）で、現在基準を0.002f/cm3

（2f/L）に下げることを議論中。
オランダは基準なし。
日本も基準がなく、測定義務もない。



２ ー４ 世界（欧米）アスベスト対策現況 

空気測定で通常もっとも多く使う顕微鏡はなにかとの質問では、
イギリスが位相差顕微鏡（PCM）、ドイツでは最も使われるの
はPCMより倍率の高い走査電子顕微鏡（SEM）。PCMもまた職
場の空気中の石綿濃度測定に使用するという。
オランダは通常はPCM。SEMは「国家石綿追跡システムに通
知を必要とする高リスクの状況」で使用するとしている。
フランスはSEMよりもさらに倍率の高い透過電子顕微鏡
（TEM）。

日本はPCM。

令和４年7月9日 石綿対策全国連絡会議 第34回総会 古谷杉郎事務局長

プロパブリカの報告では、除去作業完了の確認基
準がドイツやフランスはイギリスより1～2桁「厳し
い」うえ、倍率の高い電子顕微鏡による観察で「10

倍正確」として、「イギリスの子どもたちはドイツの10

倍アスベストを吸わされている」と指摘された。



日本 アスベストモニタリングマニュアル４．２



３ アスベスト対策の課題 

３－１ 調 査 

〇 調査者講習機関 令和4年3月 ８１講習機関
◎ 調査者講習修了者 同上 ３０，０００人 （道内 JASC ７１１人）
◎ 特定調査者講習修了者 推定 ３，０００人 （道内 JASC 123３人）

実務経験があり、適切な事前調査が可能な建築物石綿含有建材調査者は少ない。



３－２ 分析 



３－２ 分析 

〇 分析調査者講習機関 令和4年3月 ０ 講習機関（同等講習機関３）
分析調査者講習修了者 同等講習者 推定 １，０００人 （道内 推定 ３０人）

JIS A1481-1 分析講習修了者 推定 ５００人 （道内 推定 ２０人）

実務経験があり、適切な分析調査が可能な建築物石綿含有建材分
析調査者は絶対的に少ない。

プロパブリカの報告では、除去作業完了の確認基準がドイツや
フランスはイギリスより1～2桁「厳しい」うえ、倍率の高い電子顕
微鏡による観察で「10倍正確」として、「イギリスの子どもたちはド
イツの10倍アスベストを吸わされている」と指摘された。



３－３ 処理  

アスベスト処理（除去工事）

除去工事に係る 法的資格は石綿作業主任者がある。

石綿除去業者のライセンス制度は日本以外の4カ国すべて
で存在する。
イギリスでは、管理限界0.1f/cm3を超えるばく露がある、
または短時間ばく露限界0.6f/cm3超、石綿断熱板（AIB）な

どリスクの高い材料を扱う場合に限定。管理限界未満の作
業などでは不要。

オランダでも「小規模かつ低リスクの作業など」を除外して
いる。



４， 考 察  

アスベスト対策の現況

講習制度については 調査者講習は81講習機関が届け出され、令和
4年3月時点で約3万人の修了者となっており、順次増加している。（令和
5年10月義務化）
一方 分析調査者については講習機関は１講習機関が座学講習を始
めたばかりで、同様講習機関と合わせた月あたりの終了人数は数十人
と推定される。（令和5年10月義務化）
除去工事のライセンスについては 国土交通省の認定機関による民間
ライセンスがあり、これも国が関与したものが考慮されてる必要がある。
法令改正では令和2年7月の改正から令和5年10までの施行が行われて
いる。
これらは コロナ禍のなか、遅れ気味ではあるが着実に行われている。
アスベスト対策については 調査・分析・処理の一貫した取り組みが必要
であり、各地方自治体でも条例等による上乗せ基準、対策強化が求めら
れている。



 ご清聴ありがとうございました
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